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(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産

権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁

じられています。 

多層構造の場合の検討 

 

 

（1） 単層構造の場合 

 

 
企業 X 

 

  

 50%超  

 
最終投資先 

 

  

 

 

X の会計処理 

X は、最終投

資先を連結

（処理 B）  

←いいえ X は投資企業であり、キャピタルゲイン獲得

を目的とする営業取引として有しているか 

 
 

 はい↓   

←いいえ 16 項（4）①から④を満たしているか  X は、最終投資先への投

資を、金融商品会計基準

に従い処理(処理 A) 

 はい↓ はい 

←いいえ X は、実質的な営業活動を行っているか → 
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 (2) 2 層構造の取扱い 

 

 
企業 X 

 

  

 50%超  

 
企業 Y 

 

  

 50%超  

 
最終投資先 

 

  
 

X の会計処理【Yに対してのみ】 

X は、Yを、

連結（処理B）  

←いいえ Xは投資企業であり、キャピタルゲイン獲得

を目的とする営業取引として有しているか

 
 

 はい↓   

←いいえ 16 項（4）①から④を満たしているか  X は、Y への投資を、金融

商品会計基準に従い処理

(処理 A) 

 はい↓ はい 

←いいえ Xは、実質的な営業活動を行っているか → 

    

Y の会計処理【最終投資先に対してのみ】   

Y は、最終投

資先を連結

（処理 B） 

←いいえ Yは投資企業であり、キャピタルゲイン獲得

を目的とする営業取引として有しているか

 

 はい↓  

←いいえ 16 項（4）①から④を満たしているか  Y は、最終投資先への投資

を、金融商品会計基準に従

い処理（処理 A） 

 はい↓ はい 

←いいえ Yは、実質的な営業活動を行っているか → 

 

X の会計処理【Yと最終投資先に対して】－上の 2つを合わせ、かつ、連結での考慮を加味 

X は、Y を、

連結（処理B） 

   X は、Yへの投資を、金融商品

会計基準に従い処理（処理 A）

↓     

Y は、最終投

資先を連結

（処理 B） 

 

 

 

 

 

Y は、最終投資先への投資を、

金融商品会計基準に従い処理

(処理 A) 

↓     

X は、Y と最

終投資先を、

連結（処理B） 

←いいえ
X及び Y、それらの子会社は、16 項（4）①

から③を満たしているか 

はい

→ 

X は、連結上、最終投資先への

投資を、金融商品会計基準に

従い処理(処理 A) 

 

(*1)Y が投資事業組合でも、実質的な営業活動を行っている場合がある。 

(*2)Y が、X において一時的支配の場合（例えば、Y が最終投資先と合併等が予定されている場合で、合

併後、直接投資になれば 16 項（4）①-④を満たすときを含む）には、Xは、連結上、Yと最終投資先へ

の投資を、金融商品会計基準に従い処理(処理 A) 

 

【考え得るケース】 

･X が証券会社、Yがプリンシパルビジネスの会社 

･X が証券会社、Yが VC 

･X が VC、Y が投資事業組合 

･X がプリンシパルビジネスの会社、Y がブリッジファイナ

ンス用の会社 
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(3) 3 層構造の取扱い 

 

 
企業 X 

 

  

 50%超  

 
企業 Y 

 

  

 50%超  

 
企業 Z 

 

  

 50%超  

 
最終投資先 

 

  
 

X の会計処理【Y に対してのみ】（Y の会計処理【Z に対してのみ】、Z の会計処理【最終投資先に対し

てのみ】も同様） 

X は、Yを、

連結（処理B）  

←いいえ X は投資企業であり、キャピタルゲイン

獲得を目的とする営業取引として有し

ているか 

 

X は、Yへの投資を、金融

商品会計基準に従い処理

（処理 A） 

 はい↓  

←いいえ 16 項（4）①から④を満たしているか  

 はい↓  

←いいえ Xは、実質的な営業活動を行っているか はい→ 

    

 

X の会計処理【Y、Zと最終投資先に対して】－上の 3つを合わせ、かつ、連結での考慮を加味 

X は、Y を連

結（処理 B） 

   X は、Yへの投資を、金融

商品会計基準に従い処理

（処理 A） 

↓     

 

Y は、Z を連

結（処理 B） 

   Y は、Z への投資を、金融

商品会計基準に従い処理

（処理 A） 
←いいえ

X及び Y、それらの子会社は、16 項（4）

①から③を満たしているか 
はい→ 

↓     

Z は、最終投

資先を連結

（処理 B） 

 

 

 

 

 

Z は、最終投資先への投資

を、金融商品会計基準に従

い処理(処理 A) 

↓     

X は、Y、Zと

最終投資先

を、連結（処

理 B） 

←いいえ
X、 Y、Z 及びそれらの子会社は、16 項（4）

①から③を満たしているか 
はい→ 

X は、連結上、最終投資先

への投資を、金融商品会計

基準に従い処理(処理 A) 

 

(*1)Z が投資事業組合でも、実質的な営業活動を行っている場合がある。 

(*2)Z が、Y において一時的支配の場合（例えば、Z が最終投資先と合併等が予定されている場合で、合

併後、直接投資になれば 16 項（4）①-④を満たすときを含む）には、Xは、連結上、Z と最終投資先へ

の投資を、金融商品会計基準に従い処理(処理 A)。 

 

【考え得るケース】 

･X が証券会社、Yがプリンシパルビジネスの会社、Zがブリッジフ

ァイナンス用の会社 

･X が証券会社、Yが VC、Z が投資事業組合 

･X がプリンシパルビジネスの会社、Yがファンド（投資事業組合）、

Zがブリッジファイナンス用の会社 


